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平成22年度「労働時間相談ダイヤル」相談結果の概要
～ 平成22年11月15日厚生労働省発表 ～

厚生労働省は、毎年11月に実施している「労働時間適正化キャンペーン」の一環
として、各都道府県で11月6日に一斉に行った「労働時間相談ダイヤル」の相談結果
をまとめ発表しました。

寄せられた事案のうち、労働基準関係法令上問題があると認められるケースについては、
労働基準監督機関による監督指導等が行われることになっています。

【今後も求められる重点事項】
（1）時間外・休日労働をできるだけ短くするよう努力すること
（2）長時間労働者への医師の面接指導など、労働者の健康管理に関する措置をとること
（3）労働時間を適正に把握すること

厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdu8.html
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相談件数 ７８７件（前年度比 －１１４件）

主な相談の内容

特定社会保険労務士　西川みさき

63％

56％

63％

労働者本人からの相談
495件

56％

賃金不払い残業に関する相談
438件

30％

7％

13％

その他 57件

労働者の家族からの相談
235件

その他102件

31％
長時間労働に関する相談

247件

・１カ月の総残業時間が100
時間を超える（91件）

・１カ月の総残業時間が80時間
超100時間以下（58件）

・残業手当が一切支払われない
(194件)

・残業手当が一定時間数以上は
カットされる(60件)

・残業手当が定額払い(61件)
・労働時間管理が不適切(62件)

など


